
�愛媛県条例第１号
外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に

関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成１８年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇

等に関する条例の一部を改正する条例

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に

関する条例（昭和６３年愛媛県条例第４号）の一部を次のよう

に改正する。

第３条第２項中「３年」を「５年」に改め、同条第３項中

「３年」を「５年」に改め、同項に次のただし書を加える。

ただし、派遣の期間が５年を経過する際に、後任者への

事務引継、派遣職員が従事する事業の終了の遅延等の事由

により、引き続き５年を超えて派遣の期間を更新する必要

がある場合であつて、当該更新によつても派遣の期間が引

き続き５年３月を超えないこととなるときは、この限りで

ない。

附 則

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。
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�愛媛県条例第２号
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に公布する。

平成１８年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）の

一部を次のように改正する。

第１０条第２項第１号中「要する運賃等の額」の下に「（特

別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等の利用が人

事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当

程度資するものであると認められるものを利用し、その利用

に係る運賃等を負担することを常例とする職員にあつては、

人事委員会規則で定めるところにより算出したその者の支給

単位期間の通勤に要する運賃等の額）」を加え、「６０，０００円

」を「７５，０００円」に改め、同項第３号中「６０，０００円」を「７５

，０００円」に改め、同条中第３項から第５項までを削り、第６

項を第３項とし、第７項から第９項までを３項ずつ繰り上げ

る。

附 則

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日

において改正前の職員の給与に関する条例（以下「改正前

の条例」という。）第１０条の規定による通勤手当を支給す

ることとされていた職員で施行日前から引き続き同一の公

署に在勤する職員（人事委員会規則で定めるものに限る。

）の施行日における改正後の職員の給与に関する条例（以

下「改正後の条例」という。）第１０条の規定による通勤手
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当の額がその者が施行日の前日において支給することとさ

れていた改正前の条例第１０条の規定による通勤手当の額に

満たないときは、施行日以後において通勤の実情の変更で

人事委員会規則で定めるものが生じるまでの間、人事委員

会規則で定めるところにより、当該額に相当する額をその

者の改正後の条例第１０条の規定による通勤手当の額とする

。

�������
�愛媛県条例第３号
職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に公布する。

平成１８年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例

職員の旅費に関する条例（昭和２８年愛媛県条例第６号）の

一部を次のように改正する。

第２条第１項に次の２号を加える。

� 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚

によつては認識することができない方式で作られる記録

であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるも

のをいう。

� 電磁的方法 電子情報処理組織を使用する方法その他

の情報通信の技術を利用する方法であつて知事が定める

ものをいう。

第４条第４項中「事項を」の下に「記録し、又は」を加え

、「但し」を「ただし」に、「すみやかに」を「速やかに」

に改め、同条第５項中「旅行命令簿等の」の下に「記録事項

又は」を加え、同項を同条第６項とし、同条第４項の次に次

の１項を加える。

５ 前項の旅行命令簿等の提示については、愛媛県行政手続

等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成１７年

愛媛県条例第１５号）第４条の規定は、適用しない。

第１４条第１項中「に必要な書類」を「（当該請求書に記載

すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。）に必

要な資料」に、「添付書類」を「資料」に、「うちの書類」

を「うちその資料」に改め、同条第５項中「添付書類」を「

資料」に改め、「種類、」の下に「記録事項又は」を加え、

同項を同条第８項とし、同条第４項の次に次の３項を加える

。

５ 第１項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されている

ときは、電磁的方法をもつて提出することができる。

６ 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法に

より行われたときは、支払担当者等の使用に係る電子計算

機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該請求書

又は資料を提出したものとみなす。

７ 第１項の請求書又は資料の提出については、愛媛県行政

手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第３条

の規定は、適用しない。

附 則

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。
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�愛媛県条例第４号

特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例及び教

育長の給与、退職手当、旅費及び勤務時間等に関する条例

の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成１８年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例及

び教育長の給与、退職手当、旅費及び勤務時間等に関

する条例の一部を改正する条例

（特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例の一

部改正）

第１条 特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例

（昭和２８年愛媛県条例第７号）の一部を次のように改正す

る。

第３条第２項中「１００分の１７０」を「１００分の１７５」に

改める。

第１１条第１項中「３７，９００円」を「３５，３００円」に改める。

（教育長の給与、退職手当、旅費及び勤務時間等に関する

条例の一部改正）

第２条 教育長の給与、退職手当、旅費及び勤務時間等に関

する条例（昭和３１年愛媛県条例第５２号）の一部を次のよう

に改正する。

第３条第１項中「１００分の１７０」を「１００分の１７５」に

改める。

附 則

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。

２ 第１条の規定による改正前の特別職の職員の給与及びそ

の他の給付に関する条例第１１条第１項に定める職員で、同

項の規定により支給される報酬の額が勤務１日につき３５，３

００円を超え３７，９００円以下であるものに対する第１条の規定

による改正後の特別職の職員の給与及びその他の給付に関

する条例第１１条第１項の規定の適用については、当該職員

が離職するまでの間は、同項中「３５，３００円」とあるのは、

「３７，８００円」とする。

�������
�愛媛県条例第５号
職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次

のように公布する。

平成１８年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

職員の育児休業等に関する条例（平成４年愛媛県条例第２

号）の一部を次のように改正する。

第６条第１項中「（以下「調整期間」という。）」を削り

、「（以下「復帰の日」という。）又は復帰の日から１年以

内の昇給の時期」を「及びその日後における最初の昇給日（

職員の給与に関する条例第４条第５項又は教育職員の給与に

関する条例第７条第１項に規定する人事委員会規則で定める

日をいう。）又はそのいずれかの日」に、「給料月額を調整

し、又は調整期間の範囲内で復帰の日の翌日以後のその者の

最初の昇給に係る昇給期間を短縮する」を「号給を調整する

」に改め、同条第２項を削る。

附 則

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。

愛 媛 県 報平成１８年３月２４日 第１７４５号外１
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�愛媛県条例第６号
知事等及び職員の給与の特例に関する条例を次のように公

布する。

平成１８年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

知事等及び職員の給与の特例に関する条例

（趣旨）

第１条 この条例は、県の財政事情を踏まえ、知事等及び職

員の給料及び手当その他の給与（給料月額を算出の基礎と

するもの（退職手当を除く。）に限る。）を減額するため

、これらの者の給料月額等について、特別職の職員の給与

及びその他の給付に関する条例（昭和２８年愛媛県条例第７

号。以下「特別職給与条例」という。）、教育長の給与、

退職手当、旅費及び勤務時間等に関する条例（昭和３１年愛

媛県条例第５２号。以下「教育長給与条例」という。）、職

員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号。以下

「職員給与条例」という。）、教育職員の給与に関する条

例（昭和２７年愛媛県条例第３０号。以下「教育職員給与条例

」という。）、一般職の任期付研究員の採用等に関する条

例（平成１３年愛媛県条例第４６号。以下「任期付研究員条例

」という。）、一般職の任期付職員の採用等に関する条例

（平成１５年愛媛県条例第１号。以下「任期付職員条例」と

いう。）その他の給与に関する条例の特例を定めるものと

する。

（知事、副知事、出納長、管理者及び常勤の監査委員の給

与の特例）

第２条 知事、副知事、出納長、管理者及び常勤の監査委員

の給料月額は、特別職給与条例別表第１の規定にかかわら

ず、同表給料月額の欄に掲げる額から当該額に、次の各号

に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合

を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、退職手当

の額の算出の基礎となる給料月額は、それぞれ同欄に掲げ

る額とする。

� 知事 １００分の２０

� 副知事、出納長、管理者及び常勤の監査委員 １００分

の１５

（教育長の給与の特例）

第３条 教育長の給料月額は、教育長給与条例第３条第１項

の規定にかかわらず、同項の規定により定められた額から

当該額に、１００分の１５を乗じて得た額を減じて得た額とす

る。ただし、退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は

、同項の規定により定められた額とする。

（職員の給与の特例）

第４条 職員給与条例、教育職員給与条例、任期付研究員条

例又は任期付職員条例の適用を受ける職員（以下「職員」

という。）の給料月額（職員の給与に関する条例等の一部

を改正する条例（平成１７年愛媛県条例第８８号。以下「職員

給与改正条例」という。）附則第７項から第９項までの規

定による給料を支給される職員にあっては、給料月額とこ

れらの規定による給料の額の合計額）は、職員給与条例第

３条から第４条の２までの規定、職員給与改正条例附則第

７項から第９項までの規定、教育職員給与条例第４条から

第７条の２までの規定、任期付研究員条例第５条の規定及

び任期付職員条例第７条の規定にかかわらず、これらの規

定により定められた額から当該額に、次の各号に掲げる職

員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて

得た額（その額に１円未満の端数を生じたときは、これを

切り捨てた額）を減じて得た額とする。ただし、給料の調

整額、管理職手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給

料月額については、この限りでない。

� 職員給与条例第１９条第５項に規定する人事委員会規則

で定める管理又は監督の地位にある職員として期末手当

の加算を受けるべき職にある職員 １００分の８

� 職員給与条例第１８条の２第１項の規定若しくは教育職

員給与条例第１７条の３第１項の規定により管理職手当の

支給を受けるべき職にある職員（前号に掲げる職員を除

く。）、任期付研究員条例第５条第１項に規定する給料

表の適用を受ける職員（その号給が３号給であるものに

限る。）及び任期付職員条例第７条第１項に規定する給

料表の適用を受ける職員（その号給が３号給又は４号給

であるものに限る。） １００分の６

� 職員給与条例第１９条第５項の規定又は教育職員給与条

例第１９条第５項の規定により期末手当の加算を受けるべ

き職にある職員（前２号に掲げる職員を除く。） １００

分の４

� 前３号に掲げる職員以外の職員 １００分の３．５

２ 職員の給料の調整額の額は、職員給与条例第７条第２項

の規定又は教育職員給与条例第８条第２項の規定にかかわ

らず、これらの規定により定められた額から当該額に、前

項各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定

める割合を乗じて得た額（その額に１円未満の端数を生じ

たときは、これを切り捨てた額）を減じて得た額とする。

ただし、退職手当の額の算出の基礎となる給料の調整額に

ついては、この限りでない。

３ 職員の管理職手当の月額は、職員給与条例第１８条の２第

２項の規定又は教育職員給与条例第１７条の３第２項の規定

にかかわらず、これらの規定により定められた額から当該

額に、１００分の１０を乗じて得た額（その額に１円未満の端

数を生じたときは、これを切り捨てた額）を減じて得た額

とする。

附 則

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。

２ この条例は、平成１９年３月３１日限り、その効力を失う。

�������
�愛媛県条例第７号
愛媛県職員退職手当条例の一部を改正する条例を次のよう

に公布する。

平成１８年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県職員退職手当条例の一部を改正する条例

愛媛県職員退職手当条例（昭和２９年愛媛県条例第３号）の

一部を次のように改正する。

第２条第２項中「２５年以上勤続した者の退職に係る部分並

びに２０年」を「１１年」に改める。

第２条の２第１項中「から第５条まで」を「及び第６条の

５」に、「及び」を「並びに」に改め、同条の次に次の１条
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を加える。

（一般の退職手当）

第２条の３ 退職した者に対する退職手当の額は、次条から

第５条の３まで及び第６条から第６条の３までの規定によ

り計算した退職手当の基本額に、第６条の４の規定により

計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

第３条の見出しを「（自己の都合による退職等の場合の退

職手当の基本額）」に改め、同条第１項中「第５条第１項若

しくは第２項」を「第５条」に、「退職手当の額」を「退職

手当の基本額」に改め、同項第２号中「２０年」を「１５年」に

改め、同項第３号中「２１年以上２４年」を「１６年以上２０年」に

、「１００分の１２０」を「１００分の１６０」に改め、同項に次の

３号を加える。

� ２１年以上２５年以下の期間については、１年につき１００

分の２００

� ２６年以上３０年以下の期間については、１年につき１００

分の１６０

� ３１年以上の期間については、１年につき１００分の１２０

第３条第２項中「並びに第５条第１項及び第２項」を「及

び第５条」に、「退職手当の額」を「退職手当の基本額」に

、「掲げる割合」を「定める割合」に改め、同項第１号中「

５年」を「１０年」に改め、同項第２号中「６年以上１０年」を

「１１年以上１５年」に、「１００分の７５」を「１００分の８０」に改

め、同項第３号中「１１年」を「１６年」に、「１００分の８０」を

「１００分の９０」に改める。

第４条の見出しを「（１１年以上２５年未満勤続後の定年退職

等の場合の退職手当の基本額）」に改め、同条第１項中「２５

年以上勤続して退職した者（次条第１項又は第２項の規定に

該当する者を除く。）、２０年」を「１１年」に改め、「）又は

」の下に「２５年未満の期間勤続し、」を加え、「退職手当の

額」を「退職手当の基本額」に改め、「給料月額」の下に「

（以下「退職日給料月額」という。）」を加え、同項第２号

中「２０年」を「１５年」に改め、同項第３号中「２１年以上３０年

」を「１６年以上２４年」に、「１００分の１５０」を「１００分の２

００」に改め、同項第４号を削り、同条第２項中「２０年」を「

１１年」に、「退職手当の額」を「退職手当の基本額」に改め

る。

第５条の見出し中「退職手当」を「退職手当の基本額」に

改め、同条第１項中「受けて退職した者」の下に「若しくは

勤務公署の移転により退職した者」を加え、「退職手当の額

は、退職の日におけるその者の給料月額」を「退職手当の基

本額は、退職日給料月額」に改め、同項第２号中「２０年」を

「２５年」に改め、同項第３号中「２１年以上３０年」を「２６年以

上３４年」に改め、同項第４号中「３１年」を「３５年」に、「１

００分の１５０」を「１００分の１０５」に改め、同条第２項中「退

職手当の額」を「退職手当の基本額」に改め、同条第３項か

ら第５項までを削る。

第５条の４を第５条の５とし、第５条の３を第５条の４と

する。

第５条の２の見出し中「退職手当」を「退職手当の基本額

」に改め、同条中「前条第１項の規定に該当する者」を「第

５条第１項に規定する者」に改め、「退職した者」の下に「

及び勤務公署の移転により退職した者であつて任命権者が知

事の承認を得たもの」を加え、「前条第１項の規定の適用に

ついては、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額及び

当該給料月額に退職の日において定められているその者に係

る定年（教育公務員特例法第８条第１項の規定により読み替

えて適用される法第２８条の２第２項の規定に基づき定められ

た定年を含む。）と退職の日におけるその者の年齢との差に

相当する年数１年につき１００分の２を乗じて得た額の合計額

」とする」を「第５条第１項及び前条第１項の規定の適用に

ついては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるもの

とする」に改め、同条に次の表を加える。

読み替える規
定

読み替えられる
字句

読み替える字句

第５条第１項 退職日給料月額 退職日給料月額及び
退職日給料月額に退
職の日において定め
られているその者に
係る定年（教育公務
員特例法第８条第１
項の規定により読み
替えて適用される法
第２８条の２第２項の
規定に基づき定めら
れた定年を含む。）
と退職の日における
その者の年齢との差
に相当する年数１年
につき１００分の２を
乗じて得た額の合計
額

第５条の２第
１項第１号

及び特定減額前
給料月額

並びに特定減額前給
料月額及び特定減額
前給料月額に退職の
日において定められ
ているその者に係る
定年（教育公務員特
例法第８条第１項の
規定により読み替え
て適用される法第２８
条の２第２項の規定
に基づき定められた
定年を含む。）と退
職の日におけるその
者の年齢との差に相
当する年数１年につ
き１００分の２を乗じ
て得た額の合計額

第５条の２第
１項第２号

退職日給料月額
に、

退職日給料月額及び
退職日給料月額に退
職の日において定め
られているその者に
係る定年（教育公務
員特例法第８条第１
項の規定により読み
替えて適用される法
第２８条の２第２項の
規定に基づき定めら
れた定年を含む。）
と退職の日における
その者の年齢との差
に相当する年数１年
につき１００分の２を
乗じて得た額の合計
額に、

第５条の２第 前号に掲げる額 その者が特定減額前
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１項第２号イ 給料月額に係る減額
日のうち最も遅い日
の前日に現に退職し
た理由と同一の理由
により退職したもの
とし、かつ、その者
の同日までの勤続期
間及び特定減額前給
料月額を基礎として
、前３条の規定によ
り計算した場合の退
職手当の基本額に相
当する額

第５条の２を第５条の３とし、第５条の次に次の１条を加

える。

（給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額さ

れたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例）

第５条の２ 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減

額改定（給料月額の改定をする条例が制定された場合にお

いて、当該条例による改定により当該改定前に受けていた

給料月額が減額されることをいう。以下同じ。）以外の理

由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合に

おいて、当該理由が生じた日（以下「減額日」という。）

における当該理由により減額されなかつたものとした場合

のその者の給料月額のうち最も多いもの（以下「特定減額

前給料月額」という。）が、退職日給料月額よりも多いと

きは、その者に対する退職手当の基本額は、前３条の規定

にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

� その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も

遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退

職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及

び特定減額前給料月額を基礎として、前３条の規定によ

り計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

� 退職日給料月額に、アに掲げる割合からイに掲げる割

合を控除した割合を乗じて得た額

ア その者に対する退職手当の基本額が前３条の規定に

より計算した額であるものとした場合における当該退

職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

イ 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

２ 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職（第７

条の４第４項、第８条第３項又は第１４条の規定に該当する

ものを除く。）の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる

在職期間に該当するもの（当該期間中にこの条例の規定に

よる退職手当の支給を受けたこと又は第７条第５項に規定

する職員以外の地方公務員等若しくは同項第４号に規定す

る特定一般地方独立行政法人等職員として退職したことに

より退職手当（これに相当する給与を含む。）の支給を受

けたことがある場合におけるこれらの支給に係る退職の日

以前の期間及び第８条第１項各号に掲げる者又はこれに準

ずる者に該当するに至つたことにより退職したことがある

場合における当該退職の日以前の期間（これらの退職の日

に職員、第７条第５項に規定する職員以外の地方公務員等

又は同項第４号に規定する特定一般地方独立行政法人等職

員となつたときは、当該退職の日前の期間）を除く。）を

いう。

� 職員としての引き続いた在職期間

� 第７条第５項の規定により職員としての引き続いた在

職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等とし

ての引き続いた在職期間

� 第７条第５項第１号に規定する場合における職員以外

の地方公務員等としての引き続いた在職期間

� 第７条第５項第２号に規定する場合における先の職員

以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一

般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員としての

引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員とし

ての引き続いた在職期間

� 第７条第５項第３号に規定する場合における先の職員

以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間、特定

公庫等職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以

外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

� 第７条第５項第４号に規定する場合における特定一般

地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及

び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

� 第７条第５項第５号に規定する場合における特定公庫

等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員とし

ての引き続いた在職期間

� 第７条第５項第６号に規定する場合における特定一般

地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及

び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

	 第７条第５項第７号に規定する場合における特定公庫

等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員とし

ての引き続いた在職期間


 第７条第６項に規定する場合における先の職員以外の

地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方

独立行政法人職員としての引き続いた在職期間及び後の

職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

� 第７条の４第１項に規定する再び職員となつた者の同

項に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての

引き続いた在職期間

� 第７条の４第２項に規定する場合における特定一般地

方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

 第７条の４第３項第１号に規定する場合における先の

特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在

職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職

期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての

引き続いた在職期間

� 第７条の４第３項第２号に規定する場合における先の

特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務

員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員

としての引き続いた在職期間

� 第７条の４第３項第３号に規定する場合における職員

以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び特定

一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期

間

� 第７条の４第３項第４号に規定する場合における国家

公務員としての引き続いた在職期間及び特定公庫等職員

としての引き続いた在職期間

� 第７条の４第３項第５号に規定する場合における先の
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特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在

職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職

期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての

引き続いた在職期間

� 第７条の４第３項第６号に規定する場合における先の

特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務

員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員

としての引き続いた在職期間

� 前各号に掲げる期間に準ずるものとして人事委員会規

則で定める在職期間

第６条の見出し中「退職手当」を「退職手当の基本額」に

改め、同条中「第５条の２」を「第５条」に、「退職手当の

額が、職員の退職の日における給料月額」を「退職手当の基

本額が退職日給料月額」に、「退職手当の額とする」を「退

職手当の基本額とする」に改め、同条の次に次の４条を加え

る。

第６条の２ 第５条の２第１項の規定により計算した退職手

当の基本額が次の各号に掲げる同項第２号イに掲げる割合

の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の

規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手

当の基本額とする。

� ６０以上 特定減額前給料月額に６０を乗じて得た額

� ６０未満 特定減額前給料月額に第５条の２第１項第２

号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に

６０から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

第６条の３ 第５条の３に規定する者に対する前２条の規定

の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読

み替えるものとする。

読み替える規
定

読み替えられる
字句

読み替える字句

第６条 第３条から第５
条まで

第５条の３の規定によ
り読み替えて適用する
第５条

退職日給料月額 退職日給料月額及び退
職日給料月額に退職の
日において定められて
いるその者に係る定年
（教育公務員特例法第
８条第１項の規定によ
り読み替えて適用され
る法第２８条の２第２項
の規定に基づき定めら
れた定年を含む。）と
退職の日におけるその
者の年齢との差に相当
する年数１年につき１
００分の２を乗じて得た
額の合計額

これらの 第５条の３の規定によ
り読み替えて適用する
第５条の

第６条の２ 第５条の２第１
項の

第５条の３の規定によ
り読み替えて適用する
第５条の２第１項の

同項第２号イ 第５条の３の規定によ
り読み替えて適用する
同項第２号イ

同項の 同条の規定により読み
替えて適用する同項の

第６条の２第
１号

特定減額前給料
月額

特定減額前給料月額及
び特定減額前給料月額
に退職の日において定
められているその者に
係る定年（教育公務員
特例法第８条第１項の
規定により読み替えて
適用される法第２８条の
２第２項の規定に基づ
き定められた定年を含
む。）と退職の日にお
けるその者の年齢との
差に相当する年数１年
につき１００分の２を乗
じて得た額の合計額

第６条の２第
２号

特定減額前給料
月額

特定減額前給料月額及
び特定減額前給料月額
に退職の日において定
められているその者に
係る定年（教育公務員
特例法第８条第１項の
規定により読み替えて
適用される法第２８条の
２第２項の規定に基づ
き定められた定年を含
む。）と退職の日にお
けるその者の年齢との
差に相当する年数１年
につき１００分の２を乗
じて得た額の合計額

第５条の２第１
項第２号イ

第５条の３の規定によ
り読み替えて適用する
第５条の２第１項第２
号イ

及び退職日給料
月額

並びに退職日給料月額
及び退職日給料月額に
退職の日において定め
られているその者に係
る定年（教育公務員特
例法第８条第１項の規
定により読み替えて適
用される法第２８条の２
第２項の規定に基づき
定められた定年を含む
。）と退職の日におけ
るその者の年齢との差
に相当する年数１年に
つき１００分の２を乗じ
て得た額の合計額

当該割合 当該第５条の３の規定
により読み替えて適用
する同号イに掲げる割
合

（退職手当の調整額）

第６条の４ 退職した者に対する退職手当の調整額は、その

者の基礎在職期間（第５条の２第２項に規定する基礎在職

期間をいう。以下同じ。）の初日の属する月からその者の

基礎在職期間の末日の属する月までの各月（法第２７条及び

第２８条の規定による休職（公務上の傷病による休職、通勤

による傷病による休職及び職員を地方公社（地方住宅供給

公社法（昭和４０年法律第１２４号）に規定する地方住宅供給

公社、地方道路公社法（昭和４５年法律第８２号）に規定する

愛 媛 県 報平成１８年３月２４日 第１７４５号外１

６



地方道路公社及び公有地の拡大の推進に関する法律（昭和

４７年法律第６６号）に規定する土地開発公社をいう。以下同

じ。）又は国家公務員退職手当法施行令（昭和２８年政令第

２１５号。以下「施行令」という。）第６条に規定する法人

（退職手当（これに相当する給与を含む。）に関する規程

において、職員が地方公社又はその法人の業務に従事する

ために休職され、引き続いて地方公社又はその法人に使用

される者となつた場合におけるその者の在職期間の計算に

ついては、地方公社又はその法人に使用される者としての

在職期間はなかつたものとすることと定めているものに限

る。以下「休職指定法人」という。）の業務に従事させる

ための休職を除く。）、法第２９条の規定による停職、教育

公務員特例法第２６条第１項の規定による大学院修学休業そ

の他これらに準ずる事由により現実に職務に従事すること

を要しない期間のある月（現実に職務に従事することを要

する日のあつた月を除く。以下「休職月等」という。）の

うち人事委員会規則で定めるものを除く。）ごとに当該各

月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応

じて当該各号に定める額（以下「調整月額」という。）の

うちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その

第１順位から第６０順位までの調整月額（当該各月の月数が

６０月に満たない場合には、当該各月の調整月額）を合計し

た額とする。

� 第１号区分 ５０，０００円

� 第２号区分 ４５，８５０円

� 第３号区分 ４１，７００円

� 第４号区分 ３３，３５０円

� 第５号区分 ２５，０００円

� 第６号区分 ２０，８５０円

� 第７号区分 １６，７００円

� 第８号区分 ０

２ 退職した者の基礎在職期間に第５条の２第２項第２号か

ら第１９号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の

規定の適用については、その者は、人事委員会規則で定め

るところにより、当該期間において職員として在職してい

たものとみなす。

３ 第１項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、

職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の

度に関する事項を考慮して、人事委員会規則で定める。

４ 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第１

項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

� 退職した者でその勤続期間が２４年以下のもの（次号に

掲げる者を除く。） 第１項第１号から第６号まで又は

第８号に掲げる職員の区分にあつては当該各号に定める

額、同項第７号に掲げる職員の区分にあつては０として

、同項の規定を適用して計算した額

� 退職した者でその勤続期間が４年以下のもの及び第３

条第２項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都

合により退職した者に該当する者でその勤続期間が１０年

以上２４年以下のもの 前号の規定により計算した額の２

分の１に相当する額

５ 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が

等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方

法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関

し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

（一般の退職手当の額に係る特例）

第６条の５ 第５条第１項に規定する者で次の各号に掲げる

者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけ

るその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得

た額に満たないときは、第２条の３、第５条、第５条の２

及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者

の退職手当の額とする。

� 勤続期間１年未満の者 １００分の２７０

� 勤続期間１年以上２年未満の者 １００分の３６０

� 勤続期間２年以上３年未満の者 １００分の４５０

� 勤続期間３年以上の者 １００分の５４０

２ 前項の「基本給月額」とは、職員の給与に関する条例（

昭和２６年愛媛県条例第５７号）の規定又は教育職員の給与に

関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３０号）の規定により給

与が給料、扶養手当及び地域手当に区分して支給される職

員については、これらの月額の合計額とし、その他の職員

については、この基本給月額に準じて人事委員会規則で定

める額とする。

第７条第３項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第

４項中「法第２７条及び第２８条の規定による休職（公務上の傷

病による休職、通勤による傷病による休職及び職員を地方公

社（地方住宅供給公社法（昭和４０年法律第１２４号）に規定す

る地方住宅供給公社、地方道路公社法（昭和４５年法律第８２号

）に規定する地方道路公社及び公有地の拡大の推進に関する

法律（昭和４７年法律第６６号）に規定する土地開発公社をいう

。以下同じ。）又は国家公務員退職手当法施行令（昭和２８年

政令第２１５号。以下「施行令」という。）第６条に規定する

法人（退職手当（これに相当する給与を含む。）に関する規

程において、職員が地方公社又はその法人の業務に従事する

ために休職され、引き続いて地方公社又はその法人に使用さ

れる者となつた場合におけるその者の在職期間の計算につい

ては、地方公社又はその法人に使用される者としての在職期

間はなかつたものとすることと定めているものに限る。以下

「休職指定法人」という。）の業務に従事させるための休職

を除く。）、法第２９条の規定による停職、教育公務員特例法

第２６条第１項の規定による大学院修学休業その他これらに準

ずる事由により、現実に職務に従事することを要しない期間

のある月（現実に職務に従事することを要する日のあつた月

を除く。）」を「休職月等」に改め、同条第７項中「端数は

」を「端数は、」に、「第４条」を「第４条第１項」に、「

規定による退職手当」を「規定により退職手当の基本額」に

改め、同条第８項中「第５条第３項又は第１０条の規定による

」を「前条又は第１０条の規定により」に改め、同条第９項中

「規定による」を「規定により」に改める。

第７条の４第７項中「第７条第４項に規定する」を削り、

「同条第１項」を「第７条第１項」に改める。

第８条第２項を次のように改める。

２ 一般の退職手当のうち、第６条の４の規定により計算し

た退職手当の調整額に相当する部分は、次の各号のいずれ

かに該当する者には、支給しない。

� 第３条第１項及び第５条の２の規定により計算した退
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職手当の基本額が０である者並びに第３条第２項に規定

する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職し

た者に該当する者でその勤続期間が９年以下のもの

� その者の非違により退職した者（前項各号に掲げる者

を除く。）で人事委員会規則で定めるもの

第８条に次の１項を加える。

４ 自己の責に帰すべき事由により退職した者には、一般の

退職手当は、支給しないことができる。

第１２条第３項中「在職期間（その退職手当の支給の基礎と

なる期間をいう。次条及び第１２条の３第１項において同じ。

）」を「基礎在職期間」に改める。

第１２条の２第１項及び第５項並びに第１２条の３第１項中「

在職期間」を「基礎在職期間」に改める。

附則第１３項中「第３条から第５条の２まで及び第６条」を

「第２条の３から第５条の３まで及び第６条から第６条の５

まで」に改め、「、第２７項及び第２８項」を削り、同項第１号

中「第３条から第５条の２まで及び第６条並びに附則第２７項

及び第２８項」を「第２条の３から第５条の３まで及び第６条

から第６条の５まで」に改める。

附則第２３項中「勧しよう」を「勧奨」に、「第７条第６項

」を「第７条第７項」に改める。

附則第２７項及び第２８項を削る。

附則第２９項を附則第２７項とし、附則第３０項を附則第２８項と

する。

附則第３１項中「退職手当の額」を「退職手当の基本額」に

、「第５条の２」を「第５条の３」に改め、同項を附則第２９

項とする。

附則第３２項中「第４条」を「第３条第１項」に、「退職手

当の額」を「退職手当の基本額」に改め、同項を附則第３０項

とする。

附則第３３項中「退職手当の額」を「退職手当の基本額」に

、「附則第３１項」を「附則第２９項」に改め、同項を附則第３１

項とする。

附則第３４項を附則第３２項とし、附則第３５項を附則第３３項と

し、附則第３６項を附則第３４項とする。

附則第３７項中「第６条及び附則第３１項」を「第５条の２第

１項、第６条、第６条の２及び附則第２９項」に、「第３条第

１項中「という。）」とあるのは「という。）及び当該給料

月額に退職の日において定められているその者に係る定年（

教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第８条第１項の規

定により読み替えて適用される法第２８条の２第２項の規定に

基づき定められた定年を含む。）と退職の日の属する年度の

末日におけるその者の年齢との差に相当する年数（１０年を超

える者にあつては、１０年）１年につき１００分の３を乗じて得

た額の合計額」と、第４条第１項中「教育公務員特例法（昭

和２４年法律第１号）第７条」とあるのは「教育公務員特例法

第７条」と、同項、第５条第１項及び第６条中「給料月額」

とあるのは「給料月額及び当該給料月額に退職の日において

定められているその者に係る定年（教育公務員特例法第８条

第１項の規定により読み替えて適用される法第２８条の２第２

項の規定に基づき定められた定年を含む。）と退職の日の属

する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数

（１０年を超える者にあつては、１０年）１年につき１００分の３

を乗じて得た額の合計額」と、附則第３１項中「第３条から第

５条の２まで」とあるのは「附則第３７項の規定により読み替

えて適用される第４条第１項及び第５条第１項」とする」を

「次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする」

に改め、同項に次の表を加える。

読み替える規
定

読み替えられる
字句

読み替える字句

第３条第１項 という。） という。）及び当該
給料月額に退職の日
において定められて
いるその者に係る定
年（教育公務員特例
法（昭和２４年法律第
１号）第８条第１項
の規定により読み替
えて適用される法第
２８条の２第２項の規
定に基づき定められ
た定年を含む。）と
退職の日の属する年
度の末日におけるそ
の者の年齢との差に
相当する年数（１０年
を超える者にあつて
は、１０年）１年につ
き１００分の３を乗じ
て得た額の合計額

第４条第１項 教育公務員特例
法（昭和２４年法
律第１号）第７
条

教育公務員特例法第
７条

という。） という。）及び退職
日給料月額に退職の
日において定められ
ているその者に係る
定年（教育公務員特
例法第８条第１項の
規定により読み替え
て適用される法第２８
条の２第２項の規定
に基づき定められた
定年を含む。）と退
職の日の属する年度
の末日におけるその
者の年齢との差に相
当する年数（１０年を
超える者にあつては
、１０年）１年につき
１００分の３を乗じて
得た額の合計額

第５条第１項 退職日給料月額 退職日給料月額及び
退職日給料月額に退
職の日において定め
られているその者に
係る定年（教育公務
員特例法第８条第１
項の規定により読み
替えて適用される法
第２８条の２第２項の
規定に基づき定めら
れた定年を含む。）
と退職の日の属する
年度の末日における
その者の年齢との差
に相当する年数（１０
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年を超える者にあつ
ては、１０年）１年に
つき１００分の３を乗
じて得た額の合計額

第５条の２第
１項第１号

及び特定減額前
給料月額

並びに特定減額前給
料月額及び特定減額
前給料月額に退職の
日において定められ
ているその者に係る
定年（教育公務員特
例法第８条第１項の
規定により読み替え
て適用される法第２８
条の２第２項の規定
に基づき定められた
定年を含む。）と退
職の日の属する年度
の末日におけるその
者の年齢との差に相
当する年数（１０年を
超える者にあつては
、１０年）１年につき
１００分の３を乗じて
得た額の合計額

第５条の２第
１項第２号

退職日給料月額
に、

退職日給料月額及び
退職日給料月額に退
職の日において定め
られているその者に
係る定年（教育公務
員特例法第８条第１
項の規定により読み
替えて適用される法
第２８条の２第２項の
規定に基づき定めら
れた定年を含む。）
と退職の日の属する
年度の末日における
その者の年齢との差
に相当する年数（１０
年を超える者にあつ
ては、１０年）１年に
つき１００分の３を乗
じて得た額の合計額
に、

第５条の２第
１項第２号イ

前号に掲げる額 その者が特定減額前
給料月額に係る減額
日のうち最も遅い日
の前日に現に退職し
た理由と同一の理由
により退職したもの
とし、かつ、その者
の同日までの勤続期
間及び特定減額前給
料月額を基礎として
、前３条の規定によ
り計算した場合の退
職手当の基本額に相
当する額

第６条 第３条から第５
条まで

附則第３５項の規定に
より読み替えて適用
する第３条から第５
条まで

退職日給料月額 退職日給料月額及び
退職日給料月額に退
職の日において定め
られているその者に
係る定年（教育公務
員特例法第８条第１
項の規定により読み

替えて適用される法
第２８条の２第２項の
規定に基づき定めら
れた定年を含む。）
と退職の日の属する
年度の末日における
その者の年齢との差
に相当する年数（１０
年を超える者にあつ
ては、１０年）１年に
つき１００分の３を乗
じて得た額の合計額

これらの 附則第３５項の規定に
より読み替えて適用
する第３条から第５
条までの

第６条の２ 第５条の２第１
項の

附則第３５項の規定に
より読み替えて適用
する第５条の２第１
項の

同項第２号イ 附則第３５項の規定に
より読み替えて適用
する第５条の２第１
項第２号イ

同項の 附則第３５項の規定に
より読み替えて適用
する第５条の２第１
項の

第６条の２第
１号

特定減額前給料
月額

特定減額前給料月額
及び特定減額前給料
月額に退職の日にお
いて定められている
その者に係る定年（
教育公務員特例法第
８条第１項の規定に
より読み替えて適用
される法第２８条の２
第２項の規定に基づ
き定められた定年を
含む。）と退職の日
の属する年度の末日
におけるその者の年
齢との差に相当する
年数（１０年を超える
者にあつては、１０年
）１年につき１００分
の３を乗じて得た額
の合計額

第６条の２第
２号

特定減額前給料
月額

特定減額前給料月額
及び特定減額前給料
月額に退職の日にお
いて定められている
その者に係る定年（
教育公務員特例法第
８条第１項の規定に
より読み替えて適用
される法第２８条の２
第２項の規定に基づ
き定められた定年を
含む。）と退職の日
の属する年度の末日
におけるその者の年
齢との差に相当する
年数（１０年を超える
者にあつては、１０年
）１年につき１００分
の３を乗じて得た額
の合計額
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第５条の２第１
項第２号イ

附則第３５項の規定に
より読み替えて適用
する第５条の２第１
項第２号イ

及び退職日給料
月額

並びに退職日給料月
額及び退職日給料月
額に退職の日におい
て定められているそ
の者に係る定年（教
育公務員特例法第８
条第１項の規定によ
り読み替えて適用さ
れる法第２８条の２第
２項の規定に基づき
定められた定年を含
む。）と退職の日の
属する年度の末日に
おけるその者の年齢
との差に相当する年
数（１０年を超える者
にあつては、１０年）
１年につき１００分の
３を乗じて得た額の
合計額

当該割合 当該附則第３５項の規
定により読み替えて
適用する同号イに掲
げる割合

附則第２９項 第３条から第５
条の３まで

附則第３５項の規定に
より読み替えて適用
する第３条から第５
条の３まで

附則第３７項を附則第３５項とする。

附則第３８項中「第５条の２」を「第５条の３及び第６条の

３」に改め、同項を附則第３６項とする。

附則に次の１項を加える。

３７ 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定（平

成１８年３月３１日以前に行われた給料月額の減額改定で人事

委員会が定めるものを除く。）によりその者の給料月額が

減額されたことがある場合において、その者の減額後の給

料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相

当する額を支給することとする条例の適用を受けたことが

あるときは、この条例の規定による給料月額には、当該差

額を含まないものとする。ただし、第６条の５第２項に規

定する職員の給与に関する条例の規定又は教育職員の給与

に関する条例の規定により給与が給料、扶養手当及び地域

手当に区分して支給される職員に係る基本給月額に含まれ

る給料の月額及び同項に規定するその他の職員に係る基本

給月額に含まれる給料月額に相当するものとして人事委員

会規則で定めるものについては、この限りでない。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 職員が新制度適用職員（職員であって、その者がこの条

例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に退職する

ことにより改正後の愛媛県職員退職手当条例（以下「新条

例」という。）の規定による退職手当の支給を受けること

となる者をいう。以下同じ。）として退職した場合におい

て、その者が施行日の前日に現に退職した理由及び年齢と

同一の理由及び年齢により退職したものとし、かつ、その

者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎

として、改正前の愛媛県職員退職手当条例（以下「旧条例

」という。）第３条から第５条の２まで及び第６条並びに

附則第３１項から第３３項まで、第３７項及び第３８項、附則第９

項の規定による改正前の愛媛県職員退職手当条例の一部を

改正する条例（昭和３７年愛媛県条例第５７号。以下「条例第

５７号」という。）附則第５項、附則第１０項の規定による改

正前の愛媛県職員退職手当条例の一部を改正する条例（昭

和４８年愛媛県条例第２６号。以下「条例第２６号」という。）

附則第５項から第８項まで並びに附則第１２項の規定による

改正前の愛媛県職員退職手当条例等の一部を改正する条例

（平成１５年愛媛県条例第６４号。以下「条例第６４号」という

。）附則第１２項の規定により計算した退職手当の額が、新

条例第２条の３から第５条の３まで及び第６条から第６条

の５まで並びに附則第２９項から第３１項まで、第３５項及び第

３６項並びに附則第６項、附則第７項、附則第９項の規定に

よる改正後の条例第５７号附則第５項、附則第１０項の規定に

よる改正後の条例第２６号附則第５項から第８項まで並びに

附則第１２項の規定による改正後の条例第６４号附則第１２項の

規定により計算した退職手当の額（以下「新条例等退職手

当額」という。）よりも多いときは、これらの規定にかか

わらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの

規定による退職手当の額とする。

３ 職員のうち新条例第７条第５項及び第６項並びに第７条

の４第１項から第３項までの規定により新条例第５条の２

第２項第２号から第１９号までの規定に規定する期間が新条

例第７条第１項に規定する職員としての引き続いた在職期

間に含まれる者であって、施行日の前日が当該職員の職員

としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるも

のが新制度適用職員として退職した場合における当該退職

による退職手当についての前項の規定の適用については、

同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職

したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間と

して取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは

「給料月額に相当する額として人事委員会規則で定める額

」とする。

４ 職員が施行日以後平成２１年３月３１日までの間に新制度適

用職員として退職した場合において、その者についての新

条例等退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた給

料月額を退職の日の給料月額とみなして旧条例第３条から

第５条の２まで及び第６条並びに附則第３１項から第３３項ま

で、第３７項及び第３８項、附則第９項の規定による改正前の

条例第５７号附則第５項、附則第１０項の規定による改正前の

条例第２６号附則第５項から第８項まで並びに附則第１２項の

規定による改正前の条例第６４号附則第１２項の規定により計

算した退職手当の額（以下「旧条例等退職手当額」という

。）よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新条

例等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に

応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支

給すべき退職手当の額とする。

� 退職した者でその勤続期間が２５年以上のもの 次に掲
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げる額のうちいずれか少ない額（その少ない額が１０万円

を超える場合には、１０万円）

ア 新条例第６条の４の規定により計算した退職手当の

調整額の１００分の５に相当する額

イ 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除

した額

� 施行日以後平成１９年３月３１日までの間に退職した者で

その勤続期間が２４年以下のもの 次に掲げる額のうちい

ずれか少ない額（その少ない額が１００万円を超える場合

には、１００万円）

ア 新条例第６条の４の規定により計算した退職手当の

調整額の１００分の７０に相当する額

イ 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除

した額

� 平成１９年４月１日以後平成２１年３月３１日までの間に退

職した者でその勤続期間が２４年以下のもの 次に掲げる

額のうちいずれか少ない額（その少ない額が５０万円を超

える場合には、５０万円）

ア 新条例第６条の４の規定により計算した退職手当の

調整額の１００分の３０に相当する額

イ 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除

した額

５ 附則第３項に規定する者が新制度適用職員として退職し

た場合における当該退職による退職手当についての前項の

規定の適用については、同項中「受けていた給料月額」と

あるのは、「受けていた給料月額に相当する額として人事

委員会規則で定める額」とする。

６ 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新条例

第５条の２の規定の適用については、同条第１項中「基礎

在職期間」とあるのは、「基礎在職期間（愛媛県職員退職

手当条例の一部を改正する条例（平成１８年愛媛県条例第７

号）附則第２項に規定する施行日以後の期間に限る。）」

とする。

７ 新条例第６条の４の規定により退職手当の調整額を計算

する場合において、基礎在職期間の初日が平成８年４月１

日前である者に対する同条の規定の適用については、次の

表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は

、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとす

る。

読み替える規
定

読み替えられる
字句

読み替える字句

第１項 その者の基礎在
職期間（

平成８年４月１日以
後のその者の基礎在
職期間（

第２項 基礎在職期間 平成８年４月１日以
後の基礎在職期間

８ 附則第２項から前項までに規定するもののほか、この条

例の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会規則で定め

る。

（愛媛県職員退職手当条例の一部を改正する条例の一部改

正）

９ 愛媛県職員退職手当条例の一部を改正する条例（昭和３７

年愛媛県条例第５７号）の一部を次のように改正する。

附則第５項中「第３条から第５条の２まで及び第６条並

びに附則第２７項及び第２８項」を「第２条の３から第５条の

３まで及び第６条から第６条の５まで」に改め、同項第１

号中「第５条第１項、第５条の２若しくは附則第２７項及び

第２８項」を「第５条から第５条の３まで」に改め、同項第

３号中「第６条の規定に該当する」を「第６条又は第６条

の２の規定に該当する」に、「第６条の規定により計算し

た」を「第２条の３、第３条、第５条から第５条の３まで

及び第６条から第６条の４までの規定により計算した」に

改める。

１０ 愛媛県職員退職手当条例の一部を改正する条例（昭和４８

年愛媛県条例第２６号）の一部を次のように改正する。

附則第５項中「（傷病又は死亡によらず、その者の都合

により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。）

」を削り、「退職手当の額」を「退職手当の基本額」に、

「第５条の２まで並びに附則第２７項及び第２８項並びに」を

「第５条の３まで及び」に、「第５条の２まで並びに附則

第２７項及び第２８項の」を「第５条の３までの」に改める。

附則第６項中「第４条（」を「第３条第１項（」に、「

退職手当の額」を「退職手当の基本額」に、「第４条及び

」を「第３条第１項及び第５条の２並びに」に改める。

附則第７項中「退職手当の額」を「退職手当の基本額」

に、「第５条及び第５条の２並びに附則第２７項及び第２８項

並びに」を「第５条から第５条の３まで及び」に改める。

附則第８項中「第３条から第５条の２まで及び第６条並

びに附則第２７項及び第２８項」を「第２条の３から第５条の

３まで及び第６条から第６条の５まで」に改める。

附則第１４項中「第３条から第５条まで」を「第２条の３

及び第６条の５」に、「、新条例第３条から第５条の２ま

で及び第６条並びに附則第２７項及び第２８項」を「、新条例

第２条の３から第５条の３まで及び第６条から第６条の５

まで」に改め、同項第１号中「第３条から第５条の２まで

及び第６条並びに附則第２７項及び第２８項」を「第２条の３

から第５条の３まで及び第６条から第６条の５まで」に改

める。

附則第１６項、第３３項及び第３４項中「第３条から第５条ま

で」を「第２条の３及び第６条の５」に、「第３条から第

５条の２まで及び第６条並びに附則第２７項及び第２８項」を

「第２条の３から第５条の３まで及び第６条から第６条の

５まで」に改める。

（愛媛県職員退職手当条例等の一部を改正する条例の一部

改正）

１１ 愛媛県職員退職手当条例等の一部を改正する条例（昭和

６０年愛媛県条例第２３号）の一部を次のように改正する。

附則第７項中「第３条から第５条の２まで及び第６条並

びに附則第２７項及び第２８項」を「第２条の３から第５条の

３まで及び第６条から第６条の５まで」に改める。

１２ 愛媛県職員退職手当条例等の一部を改正する条例（平成

１５年愛媛県条例第６４号）の一部を次のように改正する。

附則第１２項中「第４条」を「第３条第１項」に、「退職

手当の額は、同条」を「退職手当の基本額は、同項」に、

「附則第３１項」を「附則第２９項」に改める。

（外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等
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に関する条例の一部改正）

１３ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等

に関する条例（昭和６３年愛媛県条例第４号）の一部を次の

ように改正する。

第６条第２項を次のように改める。

２ 一般の派遣職員に関する退職手当条例第６条の４第１

項及び第７条第４項の規定の適用については、派遣の期

間は、退職手当条例第６条の４第１項に規定する現実に

職務に従事することを要しない期間には該当しないもの

とみなす。

（職員の育児休業等に関する条例の一部改正）

１４ 職員の育児休業等に関する条例（平成４年愛媛県条例第

２号）の一部を次のように改正する。

第７条中「第７条第４項」を「第６条の４第１項及び第

７条第４項」に、「同項」を「同条例第６条の４第１項」

に改め、同条に次の１項を加える。

２ 育児休業をした期間（当該育児休業に係る子が１歳に

達した日の属する月までの期間に限る。）についての愛

媛県職員退職手当条例第７条第４項の規定の適用につい

ては、同項中「その月数の２分の１に相当する月数」と

あるのは、「その月数の３分の１に相当する月数」とす

る。

（公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正）

１５ 公益法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１３年愛

媛県条例第４７号）の一部を次のように改正する。

第７条第１項中「第７条第４項」を「第６条の４第１項

」に改め、同条第２項を次のように改める。

２ 派遣職員に関する退職手当条例第６条の４第１項及び

第７条第４項の規定の適用については、職員派遣の期間

（育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者

の福祉に関する法律（平成３年法律第７６号）に規定する

育児休業の期間を除く。）は、退職手当条例第６条の４

第１項に規定する現実に職務に従事することを要しない

期間には該当しないものとみなす。

第１７条中「第７条第４項」を「第６条の４第１項」に改

める。

�������
�愛媛県条例第８号
愛媛県手数料条例の一部を改正する条例を次のように公布

する。

平成１８年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県手数料条例の一部を改正する条例

愛媛県手数料条例（平成１２年愛媛県条例第３号）の一部を

次のように改正する。

第７条第１項中「８４の項」の下に「、別表２の表１の項、

１０４の２の項、１０６の２の項若しくは１０７の項」を加え、「

規定する試験又は分析」を「規定する試験、分析、調査又は

情報の公表（以下「試験等」という。）」に、「当該試験又

は分析」を「当該試験等」に、「前４条」を「第３条から前

条まで」に改める。

別表１の表５１の項金額の欄�中「１０，０００円」の下に「（行
政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成

１４年法律第１５１号）第３条第１項の規定により同項に規定す

る電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合（以

下この項、５２の項及び８４の項において「電子情報処理組織に

より受験願書を提出する場合」という。）にあっては、９，５

００円）」を加え、同項同欄�中「９，４００円」の下に「（電子
情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、８

，９００円）」を加え、同項同欄�及び�中「１０，０００円」の下に
「（電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっ

ては、９，５００円）」を加え、同項同欄�中「９，４００円」の下
に「（電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあ

っては、８，９００円）」を加え、同表５２の項同欄�中「８，５００
円」の下に「（電子情報処理組織により受験願書を提出する

場合にあっては、８，０００円）」を加え、同項同欄�中「６，７
００円」の下に「（電子情報処理組織により受験願書を提出す

る場合にあっては、６，２００円）」を加え、同表５５の項同欄�
中「圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器」の下に「、圧縮水

素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器」を

加え、同表８４の項同欄中「２３，０００円」の下に「（電子情報処

理組織により受験願書を提出する場合にあっては、２２，５００円

）」を加える。

別表２の表６４の項事務の欄、同表６５の項同欄、同表６６の項

同欄及び同表６７の項同欄中「臨床検査技師、衛生検査技師等

に関する法律」を「臨床検査技師等に関する法律」に改め、

同表７３の８の項金額の欄�中「調査」の下に「（�に掲げる
調査を除く。）」を加え、同項同欄�中「期間」の下に「を
経過する」を、「調査」の下に「（�に掲げる調査を除く。
）」を加え、同項同欄�を同項同欄�とし、同項同欄�の次
に次のように加える。

� 医薬品、医薬部外品若しくは医療機器の試験検査又は医

療機器の設計及び開発を製造所以外の施設において行った

場合（他に委託して行った場合を含む。）における製造販

売の承認又は一部変更承認を受けようとするときに受ける

調査 １４，５００円

別表２の表７３の８の項金額の欄�の次に次のように加える
。

� 医薬品、医薬部外品若しくは医療機器の試験検査又は医

療機器の設計及び開発を製造所以外の施設において行った

場合（他に委託して行った場合を含む。）における薬事法

施行令第２１条で定める期間を経過するごとに受ける調査

３８，６００円に１品目につき５００円を加算した額

別表２の表８３の項金額の欄�中「調査」の下に「（�に掲
げる調査を除く。）」を加え、同項同欄�中「調査」の下に
「（�に掲げる調査を除く。）」を加え、同項同欄�を同項
同欄�とし、同項同欄�の次に次のように加える。
� 医薬品、医薬部外品若しくは医療機器の試験検査又は医

療機器の設計及び開発を製造所以外の施設において行った

場合（他に委託して行った場合を含む。）における製造を

しようとするときに受ける調査 １４，５００円

別表２の表８３の項金額の欄�の次に次のように加える。
� 医薬品、医薬部外品若しくは医療機器の試験検査又は医

療機器の設計及び開発を製造所以外の施設において行った

場合（他に委託して行った場合を含む。）における薬事法

施行令第７１条で定める期間を経過するごとに受ける調査

愛 媛 県 報平成１８年３月２４日 第１７４５号外１

１２



３８，６００円に１品目につき５００円を加算した額

別表２の表１０４の項の次に次のように加える。

１０４の２ 介護保険
法（平成９年法律
第１２３号）第６９条
の２第１項の規定
に基づく介護支援
専門員実務研修受
講試験の実施

介護支援
専門員実
務研修受
講試験実
施事務手
数料

８，０００円

１０４の３ 介護保険
法第６９条の７第１
項の規定に基づく
介護支援専門員証
の交付

介護支援
専門員証
交付手数
料

次に掲げる場合の区分に
応じ、それぞれ次に定め
る額
� 介護保険法第６９条の
７第５項の規定に基づ
いて登録の移転の申請
とともに交付の申請を
行う場合 ３，８００円

� その他の場合 ４，２
００円

１０４の４ 介護保険
法第６９条の７第１
項の規定に基づく
介護支援専門員証
の書換え交付

介護支援
専門員証
書換え交
付手数料

１，６００円

１０４の５ 介護保険
法第６９条の７第１
項の規定に基づく
介護支援専門員証
の再交付

介護支援
専門員証
再交付手
数料

１，１００円

１０４の６ 介護保険
法第６９条の８第１
項の規定に基づく
介護支援専門員証
の有効期間の更新
の申請に対する審
査

介護支援
専門員証
の有効期
間の更新
申請手数
料

２，７００円

別表２の表１０５の項事務の欄中「（平成９年法律第１２３号

）」を削り、同表１０６の項の次に次のように加える。

１０６の２ 介護保険
法第１１５条の２９第
２項の規定に基づ
く介護サービス情
報の調査

介護サー
ビス情報
の調査手
数料

４６，０００円

別表２の表１０７の項を次のように改める。

１０７ 介護保険法第
１１５条の２９第３項
の規定に基づく介
護サービス情報の
公表

介護サー
ビス情報
の公表手
数料

１５，８００円

別表６の表１３の項事務の欄中「通訳案内業法」を「通訳案

内士法」に、「第３条」を「第１８条」に、「通訳案内業の免

許」を「通訳案内士の登録」に改め、同項名称の欄中「通訳

案内業免許申請手数料」を「通訳案内士登録申請手数料」に

改め、同表１４の項及び１５の項を次のように改める。

１４ 通訳案内士法第
２３条第２項の規定
に基づく通訳案内
士登録証の訂正

通訳案内
士登録証
訂正手数
料

４，０００円

１５ 通訳案内士法第
２４条の規定に基づ

通訳案内
士登録証

４，０００円

く通訳案内士登録
証の再交付

再交付手
数料

別表６の表１８の項事務の欄中「第８条第１項」を「第９条

第１項」に改め、同表１９の項同欄中「第９条第１項」を「第

１０条第１項ただし書」に改め、同表２０の項を次のように改め

る。

２０ 削除

別表６の表３８の項事務の欄中「第１４条第４項」を「第１４条

第６項」に改め、同表３９の項同欄中「第１４条第５項」を「第

１４条第７項」に改め、同表４４の項同欄中「第１４条の４第４項

」を「第１４条の４第６項」に改め、同表４５の項同欄中「第１４

条の４第５項」を「第１４条の４第７項」に改め、同表４９の項

同欄中「第１５条の２の４第１項」を「第１５条の２の５第１項

」に改める。

附 則

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行す

る。

� 別表２の表７３の８の項及び８３の項並びに別表６の表１８

の項から２０の項まで、３８の項、３９の項、４４の項、４５の項

及び４９の項の改正規定並びに次項の規定 公布の日

� 別表２の表６４の項から６７の項までの改正規定 臨床検

査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する

法律（平成１７年法律第３９号）の施行の日

２ 前項第１号に掲げる改正規定の施行前にされた旅券法及

び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

の一部を改正する法律（平成１７年法律第５５号）第１条の規

定による改正前の旅券法（昭和２６年法律第２６７号）第１０条

第１項の規定に基づく一般旅券の再発給の申請に係る一般

旅券再発給手数料の徴収については、改正後の愛媛県手数

料条例別表６の表２０の項の規定にかかわらず、なお従前の

例による。

�������
�愛媛県条例第９号
愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例を次のよう

に公布する。

平成１８年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例

愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号）の

一部を次のように改正する。

第６条中第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加

える。

３ 自動車税に係る徴収金で規則で定めるものについては、

前２項に規定する方法によるほか、地方自治法施行令第１

５８条の２第１項の規定により知事が収納の事務を委託した

者に納付することができる。

附則第１９条の２第２項中「第６条第３項」を「第６条第４

項」に改める。

附 則

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。
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�愛媛県条例第１０号
愛媛県総合保養地域における県税の特別措置に関する条例

を廃止する条例を次のように公布する。

平成１８年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県総合保養地域における県税の特別措置に関する

条例を廃止する条例

愛媛県総合保養地域における県税の特別措置に関する条例

（平成２年愛媛県条例第１６号）は、廃止する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�������
�愛媛県条例第１１号
町としての要件に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように公布する。

平成１８年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

町としての要件に関する条例の一部を改正する条例

町としての要件に関する条例（昭和２３年愛媛県条例第３号

）の一部を次のように改正する。

第２条中「市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法

律第６号）」を「市町村の合併の特例等に関する法律（平成

１６年法律第５９号）」に改める。

附 則

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。

�������
�愛媛県条例第１２号
愛媛県行政手続条例の一部を改正する条例を次のように公

布する。

平成１８年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県行政手続条例の一部を改正する条例

愛媛県行政手続条例（平成７年愛媛県条例第４８号）の一部

を次のように改正する。

第１条第１項中「第３条第２項」を「第３条第３項」に改

める。

附 則

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。

�������
�愛媛県条例第１３号
愛媛県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

を次のように公布する。

平成１８年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する

条例

愛媛県事務処理の特例に関する条例（平成１２年愛媛県条例

第１１号）の一部を次のように改正する。

本則に次の１条を加える。

（許可、認可等の効力）

第３条 知事の権限に属する事務の一部を新たに市町が処理

することとした場合においては、その際知事又はその委任

を受けた者（以下「知事等」という。）がした処分その他

の行為で現にその効力を有するもの又は当該処理すること

とした日前に知事等に対してなされた申請、届出その他の

行為で、同日以後において当該市町の長又はその委任を受

けた者（以下「市長等」という。）が管理し及び執行する

こととなる事務に係るものは、同日以後においては、当該

市長等のした処分その他の行為又は当該市長等に対してな

された申請、届出その他の行為とみなす。

別表１７の項事務の欄中第２号から第５号の４までを削り、

第６号を第２号とし、第７号を削り、第８号を第３号とし、

同表２７の項同欄中「（今治市及び新居浜市が施行するものを

除く。）」を削り、「施行面積が５ヘクタール」を「第１号

から第９号まで及び第１１号から第１５号までの事務については

施行面積が１０ヘクタール」に改め、同項市町の欄中「及び新

居浜市」を「、新居浜市及び東温市」に改め、同表５０の項の

次に次のように加える。

５０の２ 都市計画法（以下この項において「
法」という。）に基づく事務のうち、次に
掲げるもの
� 法第２６条第１項の規定に基づく土地の
試掘等の許可に関する事務

� 法第５５条の規定に基づく都市計画施設
の区域内の土地の指定等に関する事務

� 法第５６条第１項から第３項までの規定
に基づく事業予定地内の土地の買取りに
関する事務

� 法第５７条第１項から第３項までの規定
に基づく事業予定地内の土地の先買い等
に関する事務

� 法第５７条の３第１項において準用する
法第５２条の２第１項及び第２項の規定に
基づく施行予定者が定められている都市
計画施設の区域等内における土地の形質
の変更又は建築物の建築等の許可及び国
の機関との協議に関する事務

東温市

別表５６の２の項事務の欄第１号から第７号までを削り、同

項同欄第８号中「第１５条第１項」を「第２５条第１項」に改め

、同号を同項同欄第１号とし、同項同欄第９号中「第１５条第

２項」を「第２５条第２項」に改め、同号を同項同欄第２号と

し、同表５９の項同欄中「掲げるもの」の下に「（第８号から

第１４号まで、第１６号、第１８号、第３０号から第３７号まで、第４２

号から第５５号まで及び第５７号から第６１号までの事務について

は、国内に居住地及び現在地を有しない被爆者に係るものを

除く。）」を加え、同項同欄第３０号中「（申請者が国内に居

住地及び現在地を有しない場合に係るものを除く。）」を削

り、同項同欄第３１号中「（返還者が国内に居住地及び現在地

を有しない場合に係るものを除く。）」を削り、同項同欄第

５３号中「第５８条第２項」を「第５８条第３項」に改め、同項同

欄第５４号中「第５８条第３項」を「第５８条第４項」に改め、同

表５９の３の項同欄第２号の次に次の１号を加える。

�の２ 法第９４条の２第１項の規定に基づく介護老人保

健施設の開設の許可の更新の申請の受理及び当該申請

に係る申請書の知事への送付に関する事務

別表５９の３の項事務の欄第８号中「改善命令等」を「勧告

」に、「命令書」を「勧告書」に改め、同号の次に次の１号

を加える。
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�の２ 法第１０３条第３項の規定に基づく介護老人保健

施設の業務運営の勧告に係る措置命令等の命令書の交

付に関する事務

別表５９の３の項事務の欄第９号中「取消し」を「取消し等

」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行す

る。

� 別表５９の項の改正規定 公布の日

� 別表５６の２の項の改正規定及び附則第３項の規定 平

成１８年６月１日

� 別表１７の項の改正規定（改正前の同項事務の欄第５号

の２から第５号の４までの規定に係る部分を除く。）及

び次項の規定 平成１８年１０月１日

（経過措置）

２ 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）附則第４８条

の規定によりなお従前の例により運営をすることができる

こととされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設に係

る改正前の愛媛県事務処理の特例に関する条例（以下「改

正前の条例」という。）別表１７の項左欄第４号及び第５号

に掲げる事務の処理については、同法附則第１条第３号に

掲げる規定の施行の日の前日までの間は、なお従前の例に

よる。

３ この条例の施行の際改正前の条例別表５６の２の項左欄第

５号及び第６号に掲げる事務に係る動物の愛護及び管理に

関する法律（昭和４８年法律第１０５号）の規定により同項の

右欄に掲げる市の長又はその委任を受けた者がした処分で

現にその効力を有するものは、附則第１項第２号に掲げる

規定の施行の日以後においては、知事又はその委任を受け

た者のした処分とみなす。

�������
�愛媛県条例第１４号
愛媛県社会福祉施設整備基金条例を次のように公布する。

平成１８年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県社会福祉施設整備基金条例

（設置）

第１条 社会福祉施設の整備を図るために要する経費の財源

に充てるため、社会福祉施設整備基金（以下「基金」とい

う。）を設置する。

（積立て）

第２条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算

（以下「予算」という。）で定める額とする。

（管理）

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も

確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

（運用益金の処理）

第４条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基

金に編入する。

（処分）

第５条 基金は、第１条の目的を達成するための事業に要す

る経費に充てるため、その全部又は一部を処分することが

できる。

（繰替運用）

第６条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な

繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金

を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

（委任）

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必

要な事項は、知事が定める。

附 則

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。

�������
�愛媛県条例第１５号
愛媛県へき地医療医師確保奨学基金条例を次のように公布

する。

平成１８年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県へき地医療医師確保奨学基金条例

（設置）

第１条 将来医師として県内でへき地医療に従事しようとす

る者に対し奨学金を貸与することにより、県内のへき地の

医療機関等における医師の確保を図るため、へき地医療医

師確保奨学基金（以下「基金」という。）を設置する。

（基金の額）

第２条 基金の額は、１億円とする。

２ 基金は、一般会計歳入歳出予算（以下「予算」という。

）の定めるところにより、追加して積立てをすることがで

きる。

３ 前項の規定による積立てが行われたときは、基金の額は

、積立額に相当する額が増加するものとする。

（奨学金の貸与）

第３条 基金は、将来県内のへき地の医療機関等（知事が指

定するものに限る。以下「指定医療機関等」という。）に

おいて医師としての業務に従事しようとする学校教育法（

昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する大学（同法第６２条

に規定する大学院を除く。）の医学を履修する課程に在学

する者及び医師法（昭和２３年法律第２０１号）第１６条の２第

１項の規定による臨床研修を受けている者であって規則で

定めるものに対し、へき地医療医師確保奨学金（以下「奨

学金」という。）を貸与するものとする。

（奨学金の金額及び貸与の条件）

第４条 奨学金の金額及び貸与の条件は、規則で定める。

（返還の債務の当然免除）

第５条 知事は、奨学金の貸与を受けた者が、次の各号のい

ずれかに該当することとなったときは、奨学金の返還の債

務の全部を免除するものとする。

� 指定医療機関等の医師としての業務（以下「業務」と

いう。）に従事した期間の年数（その期間に１年に満た

ない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

）が奨学金の貸与を受けた期間の年数（その期間に１年

に満たない端数があるときは、これを１年とする。）に

達したとき。

� 業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身
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の故障のため業務に従事することができなくなったとき

。

（返還の債務の裁量免除）

第６条 知事は、奨学金の貸与を受けた者が死亡、心身の故

障その他やむを得ない事由により業務に従事することがで

きなくなったとき（前条第２号に該当するときを除く。）

は、奨学金の返還の債務の全部又は一部を免除することが

できる。

（管理）

第７条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も

確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

（基金の一部処分）

第８条 知事は、財政上特に必要があると認めるときは、予

算の定めるところにより、基金の運用を妨げない限度にお

いて、基金に属する現金の一部を処分することができる。

２ 第５条若しくは第６条の規定による債務の免除又は前項

の規定による処分が行われたときは、基金の額は、免除し

た債務の額又は処分額に相当する額が減少するものとする

。

（繰替運用）

第９条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な

繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金

を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

（規則への委任）

第１０条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関

し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。

�������
�愛媛県条例第１６号
愛媛県看護職員修学資金貸与条例の一部を改正する条例を

次のように公布する。

平成１８年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県看護職員修学資金貸与条例の一部を改正する条

例

愛媛県看護職員修学資金貸与条例（昭和３７年愛媛県条例第

１９号）の一部を次のように改正する。

第６条第１号ウ中「第７条」を「第７条第１項」に改め、

同号キ中「第７条第２２項」を「第８条第２５項」に改め、同号

ク中「第７条第５項」を「第８条第１項」に、「同条第８項

」を「同条第４項」に改める。

附 則

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、第

６条第１号ウの改正規定は、同年１０月１日から施行する。

�������
�愛媛県条例第１７号
愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例等の一部を改

正する等の条例を次のように公布する。

平成１８年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例等の一部

を改正する等の条例

（愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例の一部改正

）

第１条 愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和

３９年愛媛県条例第２号）の一部を次のように改正する。

別表第１愛媛県生活センターの項名称の欄中「愛媛県生

活センター」を「愛媛県消費生活センター」に改め、同項

目的の欄中「消費生活の」の下に「安定及び」を、「とす

る」の下に「相談、情報の提供、」を加え、「行なう」を

「行う」に改め、同表愛媛県老人児童福祉センターの項を

削り、同表愛媛県精神保健福祉センターの項同欄中「通院

医療費の公費負担」を「精神通院医療に係る自立支援医療

費の支給認定」に改め、同表愛媛県水産試験場の項同欄中

「調査」の下に「、水産動物の種苗の生産及び供給並びに

水産増養殖に関する技術指導」を加え、「行なう」を「行

う」に改め、同表愛媛県栽培漁業センターの項及び愛媛県

中予栽培漁業センターの項を削る。

（愛媛県青少年保護条例の一部改正）

第２条 愛媛県青少年保護条例（昭和４２年愛媛県条例第２０号

）の一部を次のように改正する。

第５条の８第２号中「第７条」を「第７条第１項」に改

める。

（愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等

に関する条例の一部改正）

第３条 愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補

償等に関する条例（昭和４２年愛媛県条例第２６号）の一部を

次のように改正する。

第１０条の２第２号を次のように改める。

� 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５条

第１２項に規定する障害者支援施設（次号において「障

害者支援施設」という。）に入所している場合（同条

第６項に規定する生活介護（次号において「生活介護

」という。）を受けている場合に限る。）

第１０条の２に次の１号を加える。

� 障害者支援施設（生活介護を行うものに限る。）に

準ずる施設として知事が定めるものに入所している場

合

（愛媛県視聴覚福祉センター管理条例の一部改正）

第４条 愛媛県視聴覚福祉センター管理条例（平成１７年愛媛

県条例第５８号）の一部を次のように改正する。

第１３条第３項中「毎月末日までにその月分を」を「指定

管理者の定める時期に」に改める。

第１４条第２項中「身体障害者更生施設の入所者又はその

扶養義務者に係る身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３

号）第１７条の１０第２項第２号に掲げる厚生労働大臣が定め

る基準の例により算定した額の合計額」を「身体障害者福

祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の１０第１項に規定す

る特定費用の額及び同条第２項第１号に規定する厚生労働

大臣が定める基準の例により算定した費用の額の１００分の

１０に相当する額の合計額の範囲内で指定管理者が定める額

」に改める。

第５条 愛媛県視聴覚福祉センター管理条例の一部を次のよ

うに改正する。
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第１４条第２項中「身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２

８３号）第１７条の１０第１項」を「障害者自立支援法（平成１７

年法律第１２３号）第２９条第１項」に、「同条第２項第１号

」を「同条第３項」に改める。

（愛媛県精神保健福祉審議会運営条例の廃止）

第６条 愛媛県精神保健福祉審議会運営条例（昭和４０年愛媛

県条例第２８号）は、廃止する。

附 則

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、

第２条、第３条及び第５条の規定は、同年１０月１日から施

行する。

２ 愛媛県女性総合センター管理条例（平成１７年愛媛県条例

第４９号）の一部を次のように改正する。

第１４条第１号中「愛媛県生活センター」を「愛媛県消費

生活センター」に改める。

�������
�愛媛県条例第１８号
愛媛県動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する

条例を次のように公布する。

平成１８年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正

する条例

愛媛県動物の愛護及び管理に関する条例（平成１３年愛媛県

条例第１２号）の一部を次のように改正する。

目次中「動物の適正な飼養及び保管」を「動物の所有者又

は占有者の遵守事項等（第７条－第９条）」に改め、

「第１節 動物の所有者又は占有者の遵守事項等（第７条－

第２節 危険な動物の飼養又は保管の許可等（第１０条－第

第９条）
を削り、「第２章の２」を「第３章」に、「第１８

１８条） 」

条の２－第１８条の４」を「第１０条－第１２条」に、「第３章」

を「第４章」に、「第１９条－第２４条」を「第１３条－第１８条」

に、「第４章」を「第５章」に、「第２５条－第２９条」を「第

１９条－第２３条」に、「第５章」を「第６章」に、「第３０条－

第３３条」を「第２４条－第２７条」に改める。

第２条第５号を次のように改める。

� 特定動物 動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８

年法律第１０５号。以下「法」という。）第２６条第１項に

規定する特定動物をいう。

「第２章 動物の適正な飼養及び保管」を「第２章 動物

の所有者又は占有者の遵守事項等」に改める。

「第１節 動物の所有者又は占有者の遵守事項等」を削る

。

第２章第２節を削る。

第１８条の２第１項中「動物の愛護及び管理に関する法律（

昭和４８年法律第１０５号。以下「法」という。）第１８条第１項

」を「法第３５条第１項」に、「第１９条第２項」を「第３６条第

２項」に改め、同条第２項中「第１８条第１項」を「第３５条第

１項」に、「第１９条第２項」を「第３６条第２項」に改め、第

２章の２中同条を第１０条とする。

第１８条の３中「第１８条第２項」を「第３５条第２項」に、「

第１９条第２項」を「第３６条第２項」に改め、同条を第１１条と

する。

第１８条の４中「第１８条第１項」を「第３５条第１項」に改め

、同条を第１２条とする。

第１９条第１項中「危険な動物その他」を「特定動物その他

の」に、「危険な動物等」を「特定動物等」に改め、同条第

２項中「危険な動物等」を「特定動物等」に改め、第３章中

同条を第１３条とする。

第２０条中「第１８条の３」を「第１１条」に、「危険な動物等

」を「特定動物等」に、「第１８条第２項」を「第３５条第２項

」に、「第１９条第２項」を「第３６条第２項」に改め、同条を

第１４条とする。

第２１条第１項中「危険な動物等」を「特定動物等」に改め

、同条を第１５条とする。

第２２条中「危険な動物」を「特定動物」に、「第１５条第３

号」を「前項」に改め、同条を同条第２項とし、同条に第１

項として次の１項を加える。

特定動物の所有者又は占有者は、地震、火災等の災害の

場合における特定動物の脱出の防止その他必要な措置を定

めておかなければならない。

第２２条を第１６条とし、第２３条を第１７条とする。

第２４条第１項中「危険な動物」を「特定動物」に、「第１９

条第１項又は第２１条第１項」を「第１３条第１項又は第１５条第

１項」に改め、同条第３項を削り、同条第４項中「危険な動

物」を「特定動物」に、「第７条第９号、第１５条、第１７条、

第１９条第１項、第２１条第１項」を「第１３条第１項、第１５条第

１項」に、「第２２条」を「第１６条」に、「前項各号に」を「

次に」に改め、同項に次の各号を加える。

� 特定飼養施設（法第２６条第１項に規定する特定飼養施

設をいう。以下同じ。）を修理し、改造し、又は整備す

ること。

� 特定飼養施設の全部又は一部を使用しないこと。

� その他特定動物による人の生命、身体又は財産に対す

る侵害を防止するため必要な対策を講ずること。

第２４条を第１８条とする。

第４章中第２５条を第１９条とする。

第２６条中「第１７条第１項」を「第３４条第１項」に、「第１３

条第１項」を「第２４条第１項又は法第３３条第１項」に改め、

同条を第２０条とする。

第２０条の次に次の１条を加える。

（手数料）

第２１条 別表の左欄に掲げる事務につき、同表の右欄に掲げ

る額の手数料（以下「手数料」という。）を徴収する。

２ 前項に規定する手数料は、別表４の項に掲げる手数料に

あっては研修の申込みの際に、同表８の項に掲げる手数料

にあっては動物の返還の際に、その他の手数料にあっては

申請の際に納付しなければならない。

３ 知事は、特別の事情により必要があると認めるときは、

手数料を減免することができる。

４ 既に納付した手数料は、還付しない。

第２７条を削る。

第２８条中「規定」の下に「（第１３条第１項及び第２項、第

１４条、第１５条第１項並びに第１９条（特定動物に関する部分に

限る。）、第１６条、第１８条第３項並びに第２１条（別表８の項
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に掲げる手数料に関する部分を除く。）を除く。）」を加え

、同条を第２２条とする。

第２９条を第２３条とする。

第３０条中「次の各号のいずれかに該当する」を「第１８条第

３項の規定による命令に違反した」に改め、同条各号を削り

、第５章中同条を第２４条とする。

第３１条を第２５条とする。

第３２条第１号を削り、同条第２号中「第２１条第１項」を「

第１５条第１項」に改め、同号を同条第１号とし、同条第３号

中「第２４条第１項」を「第１８条第１項」に改め、同号を同条

第２号とし、同条第４号中「第２５条第１項」を「第１９条第１

項」に改め、同号を同条第３号とし、同条を第２６条とする。

第３３条を第２７条とする。

第５章を第６章とし、第４章を第５章とし、第３章を第４

章とし、第２章の２を第３章とする。

附則の次に次の別表を加える。

別表（第２１条関係）

１ 法第１０条第１項の規定に基づく
動物取扱業の登録の申請に対する
審査

１件につき １５
，０００円

２ 法第１０条第１項の規定に基づく
動物取扱業の登録に関する登録証
の再交付

１件につき ２
，０００円

３ 法第１３条第１項の規定に基づく
動物取扱業の更新の登録の申請に
対する審査

１件につき １０
，０００円

４ 法第２２条第３項の規定に基づく
動物取扱責任者研修

１件につき ２
，０００円

５ 法第２６条第１項の規定に基づく
特定動物の飼養又は保管の許可の
申請に対する審査

１件につき １５
，０００円

６ 法第２６条第１項の規定に基づく
特定動物の飼養又は保管の許可に
関する許可証の再交付

１件につき ２
，０００円

７ 法第２８条第１項の規定に基づく
変更の許可の申請に対する審査

１件につき １０
，０００円

８ 第１０条第１項の規定により治療
の措置を講じられた動物の返還

１頭、１匹又は
１羽につき ３
，８００円

附 則

この条例は、平成１８年６月１日から施行する。

�������
�愛媛県条例第１９号
愛媛県動物愛護センター設置条例の一部を改正する条例を

次のように公布する。

平成１８年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県動物愛護センター設置条例の一部を改正する条

例

愛媛県動物愛護センター設置条例（平成１４年愛媛県条例第

４９号）の一部を次のように改正する。

第１条に次の１号を加える。

� 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する

法律（平成１０年法律第１１４号）に基づく動物由来感染症

の予防に関する事務

附 則

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。

�������
�愛媛県条例第２０号
障害者自立支援法施行条例を次のように公布する。

平成１８年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

障害者自立支援法施行条例

（趣旨）

第１条 この条例は、障害者自立支援法（平成１７年法律第１

２３号。以下「法」という。）第９８条第１項及び第２項、第

１０４条、第１１５条第１項及び第２項並びに障害者自立支援

法施行令（平成１８年政令第１０号）第５０条の規定に基づき、

法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（愛媛県障害者介護給付費等不服審査会の設置）

第２条 法第９８条第１項の規定に基づき、愛媛県障害者介護

給付費等不服審査会（以下「審査会」という。）を置く。

（審査会の組織）

第３条 審査会は、委員１０人以内で組織する。

（審査会の諮問事項）

第４条 知事は、法第９７条第１項の規定に基づき審査請求が

あったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き

、審査会に諮問しなければならない。

� 審査請求が不適法であり、却下するとき。

� 知事が障害者等の保健又は福祉に関する専門的な見地

からの意見を求める必要がないと認めるとき。

（医師等の報酬）

第５条 法第１０３条第２項の規定により、診断その他の調査

（以下「診断等」という。）をした医師等に対し支給する

報酬の額は、診断等に要した特別の技能の程度並びにこれ

に要した時間及び費用を考慮して知事が定める。

（庶務）

第６条 審査会の庶務は、保健福祉部において処理する。

（規則への委任）

第７条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要

な事項は、規則で定める。

（過料）

第８条 次の各号のいずれかに該当する者は、１０万円以下の

過料に処する。

� 正当な理由なしに、育成医療又は精神通院医療に係る

自立支援給付に関して法第９条第１項の規定による報告

若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽

の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又

は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず

、若しくは虚偽の答弁をした者

� 正当な理由なしに、育成医療又は精神通院医療に係る

自立支援給付に関して法第１０条第１項の規定による報告

若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽

の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又

は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず

、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による

検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
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附 則

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。

�������
�愛媛県条例第２１号
愛媛県介護保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例

を次のように公布する。

平成１８年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県介護保険財政安定化基金条例の一部を改正する

条例

愛媛県介護保険財政安定化基金条例（平成１２年愛媛県条例

第１９号）の一部を次のように改正する。

第２条中「１，０００分の１」を「０」に改める。

附 則

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。

�������
�愛媛県条例第２２号
工場立地法第４条の２第１項の規定に基づく準則を定める

条例を次のように公布する。

平成１８年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

工場立地法第４条の２第１項の規定に基づく準則を定

める条例

工場立地法（昭和３４年法律第２４号。以下「法」という。）

第４条の２第１項の規定に基づき、法第４条第１項の規定に

より公表された準則に代えて適用する準則は、次の表に定め

るとおりとする。

区 域 の 範 囲
緑地の面積の
敷地面積に対
する割合

環境施設の面
積の敷地面積
に対する割合

都市計画法（昭和４３年
法律第１００号）第８条
第１項第１号の工業地
域又は工業専用地域

１００分の１０以
上

１００分の１５以
上

備考 製造業等（法第２条第３項に規定する製造業等
をいう。）に係る工場又は事業場（以下「工場等
」という。）の敷地がこの表に規定する区域及び
当該区域以外の区域にわたる場合において、同表
に規定する区域の当該敷地に占める面積の割合が
２分の１以上のときは当該敷地の全部について同
表の規定を適用し、当該割合が２分の１未満のと
きは当該敷地の全部について同表の規定を適用し
ない。

附 則

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。

２ 昭和４９年６月２８日に設置されている工場等又は設置のた

めの工事が行われている工場等（以下「既存工場等」とい

う。）において、この条例の施行の日以後に生産施設の面

積の変更（生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。）が

行われるときは、本則の表の規定に適合する緑地の面積及

び環境施設の面積の算定は、次の表のとおりとする。

区
分

緑地の面積 環境施設の面積

単
一

��
�
�
�����

��
�
� ��

�
�
����	�

��
�
�

業
種
の
場
合

ただし、
�
�
�����

��
�
�����������

のときは���������
とし、���������の
ときは���とする。

ただし、
�
�
����	�

��
�
�����	������

のときは�����	����
とし、���	������の
ときは���とする。

兼
業
の
場
合

���

��

� �

�

�����

��
�
�

ただし、

�

��

� �

�

�����

��
�
�����������

のときは���������
とし、���������の
ときは���とする。

���

��

� �

�

����	�

��
�
�

ただし、

�

��

� �

�

����	�

��
�
�����	������

のときは�����	����
とし、���	������の
ときは���とする。

備考
１ 「単一業種の場合」とは、既存工場等が工場立地に関
する準則（平成１０年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商
産業省、運輸省告示第１号。以下「法準則」という。）
別表第１の上欄に掲げる業種のいずれかに属する場合を
いう。
２ 「兼業の場合」とは、既存工場等が法準則別表第１の
上欄に掲げる業種のうち２以上の業種に属する場合をい
う。
３ この表の中欄及び右欄に掲げる式における記号は、そ
れぞれ次の数値を表すものとする。
� 当該変更に伴い設置する緑地の面積
� 当該変更に係る生産施設の面積
� 当該既存工場等が属する法準則別表第１の上欄に掲
げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

�� 当該変更に係る届出前に設置されている緑地（当該
届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを
含む。）の面積の合計のうち、昭和４９年６月２９日以後
の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限
設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

� 当該既存工場等の敷地面積
�� 当該変更に係る届出前に設置されている緑地（当該
届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを
含む。）の面積の合計

� 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
�� 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設（
当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係
るものを含む。）の面積の合計のうち、昭和４９年６月
２９日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴
い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計
を超える面積

�� 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設（
当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係
るものを含む。）の面積の合計

� 当該既存工場等が属する業種の個数
�
 当該変更に係るｊ業種に属する生産施設の面積
�
 ｊ業種についての法準則別表第１の下欄に掲げる割
合

�������
�愛媛県条例第２３号
愛媛県県立高等技術専門校設置条例の一部を改正する条例

を次のように公布する。

平成１８年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県県立高等技術専門校設置条例の一部を改正する

条例

愛媛県県立高等技術専門校設置条例（昭和４４年愛媛県条例

第２７号）の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。
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愛媛県県立高等技術専門校条例

第１条中「昭和４４年法律第６４号」の下に「。以下「法」と

いう。」を加え、「同法」を「法」に改める。

第２条中「高等技術専門校の職業訓練の種類、訓練課程、

訓練科、訓練定員、訓練期間その他」を「この条例に定める

もののほか、高等技術専門校に関し」に改め、同条を第９条

とし、第１条の次に次の７条を加える。

（業務）

第２条 高等技術専門校は、普通職業訓練（法第１５条の６第

１項第１号に規定する普通職業訓練をいう。以下同じ。）

その他職業能力の開発及び向上に関し必要な業務を行う。

（訓練課程等）

第３条 普通職業訓練の訓練課程は、普通課程及び短期課程

とする。

２ 普通課程及び短期課程の訓練科、訓練定員及び訓練期間

は、規則で定める。

（入校選考料、入校料及び授業料）

第４条 普通課程（規則で定める訓練科を除く。以下同じ。

）の入校選考試験を受けようとする者からは入校選考料を

、普通課程に入校する者からは入校料を、普通課程に在校

する者からは授業料を徴収する。

２ 入校選考料、入校料及び授業料（以下「入校選考料等」

という。）の額は、次のとおりとする。

� 入校選考料 ２，２００円

� 入校料 ５，６５０円

� 授業料 年額 １１５，２００円

（受講料）

第５条 短期課程（法第２３条第１項に該当するものを除く。

）を受講する者からは、受講料を徴収する。

２ 受講料の額は、実費を勘案して知事が定める額とする。

（寄宿舎料）

第６条 高等技術専門校に在校する者で寄宿舎を使用するも

のからは、寄宿舎料を徴収する。

２ 寄宿舎料の額は、実費を勘案して知事が定める額とする

。

（入校選考料等、受講料及び寄宿舎料の減免又は納付の猶

予）

第７条 知事は、休校中の者に対しては授業料を、災害その

他やむを得ない事情により学費の支弁が困難と認められる

者に対しては入校選考料等、受講料若しくは寄宿舎料を減

免し、又はその納付を猶予することができる。

（入校選考料等、受講料及び寄宿舎料の不返還）

第８条 既に納付した入校選考料等、受講料及び寄宿舎料は

、返還しない。ただし、授業料については、知事が特に必

要と認めるときは、この限りでない。

附 則

１ この条例は、平成１９年４月１日から施行する。ただし、

入校選考料及び受講料に係る部分は、平成１８年４月１日か

ら施行する。

２ 平成１８年度以前に普通課程に入校した者に係る入校選考

料、入校料及び授業料は、改正後の愛媛県県立高等技術専

門校条例第４条の規定にかかわらず、徴収しない。

�愛媛県条例第２４号
愛媛県卸売市場条例及び公益法人等への職員の派遣等に関

する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成１８年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県卸売市場条例及び公益法人等への職員の派遣等

に関する条例の一部を改正する条例

（愛媛県卸売市場条例の一部改正）

第１条 愛媛県卸売市場条例（昭和４７年愛媛県条例第２５号）

の一部を次のように改正する。

第１０条の見出し及び同条第１項中「営業」を「事業」に

改める。

第１１条第１項中「開設者等の営業」を「開設者等の事業

」に、「行なつていた営業」を「行つていた事業」に改め

る。

（公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正）

第２条 公益法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１３

年愛媛県条例第４７号）の一部を次のように改正する。

第１０条中「又は有限会社」を削る。

附 則

この条例は、会社法（平成１７年法律第８６号）の施行の日か

ら施行する。

�������
�愛媛県条例第２５号
愛媛県港湾管理条例の一部を改正する条例を次のように公

布する。

平成１８年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県港湾管理条例の一部を改正する条例

愛媛県港湾管理条例（昭和２８年愛媛県条例第４７号）の一部

を次のように改正する。

別表第５注１中「で船長８メートル以下のもの」を削る。

附 則

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。

�������
�愛媛県条例第２６号
愛媛県屋外広告物条例の一部を改正する条例を次のように

公布する。

平成１８年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県屋外広告物条例の一部を改正する条例

愛媛県屋外広告物条例（昭和３９年愛媛県条例第５０号）の一

部を次のように改正する。

第４７条第１項第１号中「第５条第１項」を「第６条第１項

」に改める。

第４８条中「中核市」の下に「及び大洲市」を加え、同条第

１号中「第７条第３項」を「第７条第２項及び第３項」に改

め、同条に次の２項を加える。

２ 地方自治法第２５２条の１７の２第１項の規定に基づき、前

項第１号から第５号までに掲げる事務は、大洲市が処理す

ることとする。

３ 法第２８条の規定に基づき、法第３条から第５条まで、第
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７条及び第８条の規定に基づく条例の制定及び改廃に関す

る事務は、大洲市が処理することとする。

第４９条に次の１項を加える。

２ 第２章から第４章までの規定（これらの規定に係る罰則

を含む。）は、大洲市の区域については、適用しない。

附 則

１ この条例は、平成１８年７月１日から施行する。

２ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用につい

ては、なお従前の例による。

�������
�愛媛県条例第２７号
愛媛県県営住宅管理条例の一部を改正する条例を次のよう

に公布する。

平成１８年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県県営住宅管理条例の一部を改正する条例

愛媛県県営住宅管理条例（昭和３５年愛媛県条例第１５号）の

一部を次のように改正する。

第４条第６号中「又は既存入居者若しくは」を「、既存入

居者又は」に、「により、」を「その他既存入居者又は同居

者の世帯構成及び心身の状況からみて」に改める。

第５条第２号中「第１７条第５項」を「第１７条第６項」に改

める。

第１７条中第６項を第７項とし、第３項から第５項までを１

項ずつ繰り下げ、第２項の次に次の１項を加える。

３ 入居者は、周辺の生活環境を乱し、又は他人に迷惑を及

ぼす行為をしてはならない。

第２２条第２項中「第１７条第４項」を「第１７条第５項」に改

める。

第２３条第１項第５号中「第６項」を「第７項」に改める。

第２３条の５中「第４項」を「第５項」に改める。

第２３条の１６中「第１７条第４項」を「第１７条第５項」に、「

第６項」を「第７項」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�������
�愛媛県条例第２８号
教育職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次

のように公布する。

平成１８年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

教育職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

（教育職員の給与に関する条例の一部改正）

第１条 教育職員の給与に関する条例（昭和２７年愛媛県条例

第３０号）の一部を次のように改正する。

第２条中「養護教諭」の下に「、栄養教諭」を加える。

第４条第１項中「中学校、小学校教育職員給料表（」を

「中学校・小学校教育職員給料表（」に改め、同項第１号

を次のように改める。

� 中学校・小学校教育職員給料表の適用範囲

ア 中学校又は小学校に勤務する教育職員

イ 中等教育学校に勤務する教育職員のうち、高等学

校の教員の免許状を有しない者及び中等教育学校の

後期課程の教科を担任せず、かつ、進路指導その他

当該中等教育学校の後期課程の業務に従事しない者

第４条第１項第２号中イをウとし、アの次に次のように

加える。

イ 中等教育学校に勤務する教育職員（前号の中学校

・小学校教育職員給料表の適用を受ける者を除く。

）

第１２条の２第２項第１号中「１００分の８」を「１００分の

４」に改め、同項第２号中「１００分の１２」を「１００分の８

」に改め、同項第３号中「１００分の１６」を「１００分の１２」

に改め、同項第４号中「１００分の２０」を「１００分の１６」に

改め、同項第５号中「１００分の２５」を「１００分の２１」に改

め、同条第３項中「１００分の４」を「１００分の２」に改め

る。

第１７条の６第１項中「中学校」の下に「、中等教育学校

の前期課程」を加え、同条第３項中「高等学校」の下に「

、中等教育学校の後期課程」を加える。

（教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例の

一部改正）

第２条 教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条

例（昭和２７年愛媛県条例第３１号）の一部を次のように改正

する。

第２条中「養護助教諭」の下に「、栄養教諭」を加える

。

（教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正）

第３条 教育職員の給与等に関する特別措置条例（昭和４６年

愛媛県条例第４２号）の一部を次のように改正する。

第２条中「高等学校」の下に「、中等教育学校」を、「

養護教諭」の下に「、栄養教諭」を加える。

附 則

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。

�������
�愛媛県条例第２９号
愛媛県学校職員定数条例の一部を改正する条例を次のよう

に公布する。

平成１８年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県学校職員定数条例の一部を改正する条例

愛媛県学校職員定数条例（昭和３２年愛媛県条例第１５号）の

一部を次のように改正する。

第１条及び第２条を次のように改める。

（定義）

第１条 この条例において「県立学校の職員」とは、愛媛県

教育委員会の所管に属する県立学校に常時勤務する校長、

教員、事務職員及びその他の職員のうち、愛媛県において

その給与を支給している者をいう。

２ この条例において「市町立学校の職員」とは、市町村立

学校職員給与負担法（昭和２３年法律第１３５号）第１条に規

定する職員をいう。

３ この条例において「学校職員」とは、県立学校の職員及

び市町立学校の職員をいう。

（定数）
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第２条 学校職員の定数は、次のとおりとする。

� 県立学校の職員 ４，２３３人

� 市町立学校の職員 ９，２０５人

計 １３，４３８人

附 則

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。

�������
�愛媛県条例第３０号
愛媛県県立学校設置条例の一部を改正する条例を次のよう

に公布する。

平成１８年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県県立学校設置条例の一部を改正する条例

愛媛県県立学校設置条例（昭和３９年愛媛県条例第１２号）の

一部を次のように改正する。

別表３中「第一養護学校」を「しげのぶ特別支援学校」に

改める。

附 則

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。

�������
�愛媛県条例第３１号
愛媛県警察職員定数条例の一部を改正する条例を次のよう

に公布する。

平成１８年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県警察職員定数条例の一部を改正する条例

愛媛県警察職員定数条例（昭和３３年愛媛県条例第３９号）の

一部を次のように改正する。

「 ９８人 「 ９９人

２００人 ２０２人

第２条第１項の表中 １，３５０人 を １，３６８人 に、「２

７０６人 ７１５人

２，３５４人」 ２，３８４人」

，７６９人」を「２，７９９人」に改める。

附 則

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。

２ 愛媛県警察職員定数条例の一部を改正する条例（平成１５

年愛媛県条例第３６号）の一部を次のように改正する。

附則第２項中「（平成１７年愛媛県条例第４０号）」を「（

平成１８年愛媛県条例第３１号）」に改める。

�������
�愛媛県条例第３２号
愛媛県警察本部組織条例の一部を改正する条例を次のよう

に公布する。

平成１８年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県警察本部組織条例の一部を改正する条例

愛媛県警察本部組織条例（昭和３５年愛媛県条例第５号）の

一部を次のように改正する。

第３条中第８号を第９号とし、第７号を第８号とし、第６

号の次に次の１号を加える。

� 個人情報の保護に関すること。

附 則

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。

�������
�愛媛県条例第３３号
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条

例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成１８年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施

行条例の一部を改正する条例

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条

例（昭和５９年愛媛県条例第３５号）の一部を次のように改正す

る。

第１条中「第２２条第４号」を「第２２条第５号」に改め、「

規定を」の下に「法第３１条の３第２項の規定により適用する

場合及び」を加える。

第９条中「第２２条第４号」を「第２２条第５号」に改める。

第１０条の見出しを「（店舗型性風俗特殊営業等の禁止区域

等）」に改め、同条第１項中「第２８条第１項（」の下に「法

第３１条の３第２項の規定により適用する場合及び」を加え、

同条第４項中「第２８条第４項（」の下に「法第３１条の３第２

項の規定により適用する場合及び」を、「除く。）」の下に

「、受付所営業」を加え、同項を同条第５項とし、同条中第

３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。

３ 法第３１条の３第２項の規定により適用する法第２８条第２

項の規定に基づき、松山市道後多幸町のうち県道六軒家石

手線の各一側について幅２０メートル以内の区域以外の地域

において、受付所営業（法第３１条の２第４項に規定する受

付所営業をいう。以下同じ。）を営むことを禁止する。

別表第１注３中「第７条」を「第７条第１項」に改める。

別表第７ １４の項の次に次のように加える。

１５ 法第２７条第４項
（法第３１条の１２第
２項において準用
する場合を含む。
）又は第３１条の２
第４項（法第３１条
の７第２項及び第
３１条の１７第２項に
おいて準用する場
合を含む。）の規
定に基づく法第２７
条第１項、第３１条
の２第１項、第３１
条の７第１項、第
３１条の１２第１項又
は第３１条の１７第１
項の届出書の提出
があつた旨を記載
した書面の交付を
受けようとする者

� 法第２条第６項又は
第９項の営業を営もう
とする者
� 法第２条第７項第１
号の営業を営もうとす
る者で当該営業につき
受付所を設けようとす
るもの

� 法第２条第７項、第
８項若しくは第１０項の
営業を営もうとする者
（�に掲げる者を除く
。）又は風俗営業等の
規制及び業務の適正化
等に関する法律の一部
を改正する法律（平成
１７年法律第１１９号）附
則第３条第２項の規定
により法第２７条第１項
、第３１条の２第１項、
第３１条の７第１項、第
３１条の１２第１項若しく
は第３１条の１７第１項の
届出書を提出したもの
とみなされる者

１１，９００円

３，４００円
と８，５００
円に受付
所の数を
乗じて得
た額との
合計額
３，４００円

１６ 法第２７条第４項 � 変更に係る事項が受 １，９００円
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（法第３１条の１２第
２項において準用
する場合を含む。
）又は第３１条の２
第４項（法第３１条
の７第２項及び第
３１条の１７第２項に
おいて準用する場
合を含む。）の規
定に基づく法第２７
条第２項（法第３１
条の１２第２項にお
いて準用する場合
を含む。）又は第
３１条の２第２項（
法第３１条の７第２
項及び第３１条の１７
第２項において準
用する場合を含む
。）の届出書の提
出があつた旨を記
載した書面の交付
を受けようとする
者

付所の新設に係るもの
である場合

� その他の場合

と８，５００
円に当該
新設に係
る受付所
の数を乗
じて得た
額との合
計額
１，５００円

１７ 法第２７条第４項
（法第３１条の１２第
２項において準用
する場合を含む。
）又は第３１条の２
第４項（法第３１条
の７第２項及び第
３１条の１７第２項に
おいて準用する場
合を含む。）の規
定に基づく届出書
の提出があつた旨
を記載した書面の
再交付を受けよう
とする者

１，２００円

附 則

この条例は、平成１８年５月１日から施行する。ただし、別

表第１注３の改正規定は、同年１０月１日から施行する。

�������
�愛媛県条例第３４号
愛媛県公営企業の設置等に関する条例及び愛媛県職員定数

条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成１８年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県公営企業の設置等に関する条例及び愛媛県職員

定数条例の一部を改正する条例

（愛媛県公営企業の設置等に関する条例の一部改正）

第１条 愛媛県公営企業の設置等に関する条例（昭和４１年愛

媛県条例第３７号）の一部を次のように改正する。

第３条第２項第４号の表愛媛県立北宇和病院の項を削る

。

（愛媛県職員定数条例の一部改正）

第２条 愛媛県職員定数条例（昭和３０年愛媛県条例第３２号）

の一部を次のように改正する。

第２条の表中「２，２５３人」を「２，１４６人」に、「７，３７４

人」を「７，２６７人」に改める。

附 則

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。

２ この条例の施行の日前の愛媛県立北宇和病院の使用に係

る料金の徴収及び減免については、なお従前の例による。

�������
�愛媛県条例第３５号
愛媛県議会議員の報酬の特例に関する条例の一部を改正す

る条例を次のように公布する。

平成１８年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県議会議員の報酬の特例に関する条例の一部を改

正する条例

愛媛県議会議員の報酬の特例に関する条例（平成１５年愛媛

県条例第４１号）の一部を次のように改正する。

本則中「１００分の５」を「１００分の１０」に改める。

附 則

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。

愛 媛 県 報平成１８年３月２４日 第１７４５号外１

２３
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平成１８年３月２４日 発行
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